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社会福祉法人 全国社会福祉協議会出版部 
 
 
 
『福祉サービスの第三者評価 受け方・活かし方【高齢者福祉サービス版】』 
の内容について 

 
 
 このたびは本書『福祉サービスの第三者評価 受け方・活かし方【高齢者福祉
サービス版】』をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 
 本書に掲載している「評価基準ガイドライン（高齢者福祉サービス事業所等）」
及び「評価基準ガイドラインにおける各項目の判断基準に関するガイドライン
（高齢者福祉サービス事業所等）」は、平成 30 年３月 26 日付け厚生労働省３
局長通知「「「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」の全部改正に
ついて」の一部改正について」及び令和２年３月 31日付け厚生労働省２局長通
知「「高齢者福祉サービス事業所等における第三者評価の実施について」の一部
改正について」において、見直しが行われております。 
つきましては、以下の通知（URL）にて内容をご確認いただきますようお願い

申し上げます。 
 

記 
 
１．ご確認いただきたい通知 

令和２年３月 31 日付け厚生労働省社会・援護局長、老健局長通知「「高齢
者福祉サービス事業所等における第三者評価の実施について」の一部改正
について」（老発 0331第９号、社援発 0331第 18号） 

  ※ 本通知において、上記平成 30年３月 26日付け通知についても新旧対
照表の形式にて掲載されています。 

 
http://shakyo-hyouka.net/guideline/tuuchi20200331_age.pdf 

 
 
 
 
 
 
【お問い合わせ先】  
  社会福祉法人 全国社会福祉協議会 出版部  
  E-mail zenshakyo-s@shakyo.or.jp / FAX 03-3581-4666 


